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三 

大 

秘 

法 

抄 

一 

三
大
秘
法
抄
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
と
思
っ
て
前
々
か
ら
考
え
て
、
参
考
書
を
み
て
い
た
が
、
創
価
学
会
発
行 

 
 
 

の
仏
教
哲
学
大
辞
典
第
二
巻
の
、
三
大
秘
法
の
項
目
約
五
〇
ペ
ー
ジ
を
通
読
し
て
み
て
、
そ
の
詳
細
緻
密
な
研
究 

 
 
 

に
は
敬
意
を
表
し
て
中
心
か
ら
頭
が
下
っ
た
。 

 

特
に
八
九
九
ペ
ー
ジ
に
は
、
日
時
上
人
の
三
大
秘
法
抄
の
写
本
の
写
真
を
掲
げ
て
、 

「
富
士
年
表
委
員
会
で
は
大
日
蓮
誌
（
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
号
二
五
ペ
ー
ジ
）
に
種
々
の
考
証
を
か
か
げ
て
、 

 
 
 

日
時
上
人
写
本
の
方
が
古
く
、
御
真
蹟
に
対
す
る
確
実
性
、
信
憑
性
に
お
い
て
秀
れ
、
日
興
上
人
へ
の
身
延
相
承 

 
 
 

書
と
の
関
連
等
よ
り
み
て
、
日
時
上
人
写
本
の
弘
安
五
年
説
を
と
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
を
も
っ
て
、
三
位
日
順
の
三
大
秘
法
抄
の
最
古
の
記
録
や
、
ま
た
日
時
上
人
の
全
紙
の
整
足
し
た
写
本
等 

 
 
 

か
ら
み
て
、
大
田
金
吾
が
い
た
だ
い
た
、
三
大
秘
法
抄
の
御
真
蹟
は
、
確
に
い
く
ば
く
も
な
く
日
頂
等
に
よ
っ 
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て
、
富
士
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
」 

と
の
べ
ら
れ
て
同
巻
の
九
一
三
ペ
ー
ジ
よ
り
九
一
四
ペ
ー
ジ
に
渡
っ
て
日
蓮
正
宗
の
富
士
年
表
委
員
会
と
い
う
項 

 
 
 

目
を
設
け
て
、
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
号
の
大
日
蓮
の
記
述
を
略
説
し
て
お
る
。
富
士
年
表
委
員
会
に
関
係
し
て 

 
 
 

お
る
筆
者
と
し
て
は
、
只
々
感
謝
に
た
え
な
い
。
こ
こ
の
場
所
を
か
り
て
感
謝
と
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

三
大
秘
法
抄
に
つ
い
て
は
、
仏
教
哲
学
大
辞
典
に
詳
細
を
極
め
て
お
る
の
で
論
ず
る
こ
と
は
勿
論
な
い
の
で
あ 

 
 
 

る
が
、
そ
れ
だ
け
で
稿
を
終
わ
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
、
筆
者
は
筆
者
な
り
の
抱
負
を
少
し
ば
か
り
の
べ
さ
せ 

 
 
 

て
貰
う
。 

 

筆
者
は
三
大
秘
法
抄
の
傍
系
的
で
は
あ
る
が
、
最
古
の
文
献
を
嘉
暦
二
年
八
月 

 

日
の 

 

日
興
上
人
の
申 

 
 
 

状
に
み
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

申 
 
 
 
 
 

状 

日
蓮
聖
人
の
弟
子
駿
河
国
富
士
山
住
日
興
誠
惶
誠
恐
庭
中
言
上 

請
下

殊
蒙

 

ニ

二

天
恩
一

旦

 

ハ

任
二

三
時
弘
教

 

ノ

次
第

 

ニ

一

旦
依ハ

二

後
五
百
歳

 

ノ

金
言
一

永
停
二

止
爾
前
迹
門
一

被
上
レ

 

コ
ト
ヲ

尊
二

敬
法
華
本
門
一 

 
 

 

子
細

 

ノ

状
副
進 

一
巻 

立
正
安
国
論
文
応
元
年
勘
文
幷 

三
時
弘
教
図
等 

右
謹
検
二

案
内
一

仏
法
者
依
二

王
法
之
崇
重
一

而
増
レ

威
王
法
者
依
二

仏
法
之
擁
護
一

闢
レ

基
是
以
大
覚
世
尊
鑒
二

未
来
時 
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機
一

分
二

世
三ヲ

時
一

付
二

法
於
四
依
一

以
来
正
法
千
年
之
内
迦
葉
阿
難
等

 

ノ

聖
者
先
弘
レ

小
略
レ

大
竜
樹
天
親
等
諭
師
次
破
レ 

 
 
 

小
立
レ

大
像
法
千
年
之
間
異
域
則
陳
随
両
主
之
明
時
智
者
破
二

十
師
之
邪
義
一

本
朝
桓
武
天
皇
之
聖
代
伝
教
改
二

六
宗 

 
 
 

之
僻
論
一

今
入
二

末
法
一

者
上
行
出
世
之
境
本
門
流
布
之
時
正
像
巳
過

 

ス

何
以
一

爾
前
迹
門
一

強

 

ニ

可
レ

有
二

御
帰
依
一

哉
料リ 

 
 
 
 

知

 

ヌ

讒
侫
隔
二

叡
聞
一

邪
義
妨
二

正
法
一

如
来
得
道
之
昔
尚
有
二

魔
障
一

何
況
末
代

 

ヲ

哉ヤ

然
聖
主
御
宇
之
今
也
時
機
巳
又
至レ

リ

弘 
 
 
 

通
期
幾ゾ

ヤ

日
就
レ

中
天
台
伝
教
者
当
二

像
法
之
時
一

而
演
説

 

シ

日
蓮
聖
人
迎
二

末
法
之
代
一

而
恢
弘

 

ス

彼
者
薬
王

 

ノ

後
身
此
者
上 

 
 
 
 

行
之
再
誕
矣
経
文
所
載
解
釈
炳
焉
者
也
凡
一
代
教
迹
濫
觴
為
レ

説

 

ン

二

法
華
之
中
道
一

也
三
国
伝
持
之
流
布

盍
ナ
ン
ゾ

レ

先
二

真 
 
 
 
 

実
之
本
門
一

哉
若
貴
二

瓦
礫
一

棄

 

テ

二

珠
玉
一

捧
二

燭
影
哢
二

 
 

セ
バ

日
光
一

者
只
趁
二

ハ
シ
ツ

風テ

俗
之
迷
妄
一

似
二

謗
世
尊
之
化
導

 

ヲ

一

歟
華
中 

 
 
 
 

有
二

優
曇
一

木
中

 

ニ

有
二

栴
檀
一

凡
慮
難
レ

覃

 

イ

併
任
二

冥
鑑
一

偏

 

ニ

嗜

 

テ

二

堯
舜
之
道
一

不
レ

立
二

揚
墨
之
門
一

焉
今
適
逢
二

聖
代
一

早 
 
 
 
 

達
二

下
情
一

将
驚
二 

上
聴
一

望
請
二

天
裁
一

且
被
察
二

仏
意
一

且
被
施
二

皇
徳
一

速
退
二

爾
前
迹
門
之
邪
教
一

被
レ

弘
二

法
華
本
門
之
妙
理
一

者
海 

 
 
 
 

内
静
謐
天
下
泰
平
ナ
ラ
シ

矣
日
興
誠
惶
誠
恐
謹
言 

嘉
暦
二
年
八
月 

日 

嘉
暦
二
年
は
聖
滅
四
十
六
年
に
あ
た
る
。
富
士
年
表
に
よ
れ
ば
八
月
、
日
興
に
代
り
て
三
位
日
順
上
落
天
奏  

 
 
 

（
註
一
）
と
あ
る
。
此
日
興
上
人
の
申
状
の
始
め
に
、
駿
河
国
富
士
山
住
日
興
誠
惶
誠
恐
と
あ
る
が
、
三
位
日
順 

 
 

は
、
聖
滅
六
十
九
年
の
摧
邪
立
正
抄
（
註
二
）
に
「
法
華
経
は
諸
経
中
の
第
一
富
士
は
諸
山
中
の
第
一
な
り
、
故 

 
 
 

に
日
興
上
人
独
り
彼
の
山
を
卜
し
て
居
し
、
爾
前
述
門
の
誇
法
を
対
治
し
て
法
華
本
門
の
戒
壇
を
建
て
ん
と
欲 
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し
、
本
門
の
大
曼
荼
羅
を
安
置
し
奉
っ
て
当
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
う
べ
し
と
、
公
家
武
家
に
奏
聞
を
捧
げ 

 
 
 

て
、
道
俗
男
女
に
教
訓
せ
し
む
。
是
れ
即
ち
大
聖
の
本
懐
御
抄
に
分
明
な
り
」 

と
述
べ
て
お
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
富
士
山
住
日
興
と
日
興
上
人
が
申
状
に
し
る
し
た
意
図
は
、
本
門
戒
壇
を
密 

 
 
 

表
し
て
お
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
う
な
づ
け
る
。 

 

し
か
も
こ
の
嘉
暦
二
年
の
申
状
で
は
三
時
弘
経
の
次
第
に
任
せ
て
と
あ
り
、
副
進
の
中
、
三
時
弘
経
図
と
い
う 

 
 
 

の
が
副
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
が
分
る
。 

 

三
時
弘
経
図
と
は
、
如
何
な
る
も
の
か
確
に
は
の
べ
ら
れ
な
い
が
、
三
時
弘
経
の
次
第
と
し
て
日
蓮
正
宗
聖
典 

 
 
 

に
掲
載
さ
れ
て
お
る
も
の
か
ら
、
ほ
ぼ
想
像
が
つ
く
。
即
ち
聖
典
に
よ
る
と
（
註
三
） 

 
 
 

三
時
弘
教
次
第 

一
、
仏
法
流
布
の
次
第 

一
、
正
法
千
年
流
布 

小
乗 

権
大
乗 

一
、
像
法
千
年
流
布 

法
華
述
門 

一
、
末
法
万
年
流
布 

法
華
本
門 

 

今
末
法
に
入
っ
て
法
華
本
門
を
立
て
て
国
土
を
治
む
べ
き
次
第 

 

桓
武
天
皇
と
伝
教
大
師
と
共
に
迹
化
付
嘱
の
師
檀
と
為
り
て
爾
前
を
破
し
、
迹
門
を
立
て
て
像
法
を
利
益
し
、 

 
 
 

国
土
を
護
持
す
る
こ
と
之
れ
を
図
す
。 
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迹
門
寺 

比
叡
山 

像

法

 

始
成
釈
迦
仏

付
嘱
弟
子 

 

垂

迹

神

薬

王

菩

薩 

八
幡
大
菩
薩

天

照

太

神

伝
教
大
師 

 

桓
武
天
皇

 

迹
化

 

垂
迹
師
檀

今
日
蓮
房
共
に
本
化
垂
迹
の
師
壇
と
為
り
て
迹
門
を
破
し
、
本
門
を
立
て
て
末
法
を
利
益
し
、
国
土
を
治
む
べ 

 
 
 
 

き
こ
と
之
を
図
す
。 

 

本
門
寺 

富
士
山 

末

法

 

久
成
釈
迦
仏

付
嘱
弟
子 

 

垂

迹

神

上
行
菩
薩 

八
幡
大
菩
薩

天

照

太

神

日
蓮
聖
人 

 

当

御

代

 

本
化

 

垂
迹
師
檀

天
照
太
神
の
勅
に
曰
く
、
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
是
れ
子
孫
王
た
る
べ
き
の
地
な
り
、
宜
し
く
就
い 

 
 
 

て
治
む
べ
し
。 

 

孝
経
に
曰
く
、
先
生
正
直
の
徳
を
行
な
う
則
ん
ば
四
方
の
衆
国
皆
法
則
に
順
従
す
る
な
り
。 

と
あ
る
の
が
弘
時
三
経
の
次
第
で
あ
る
。 

 

右
の
文
中
に…

…

図
す
と
い
う
言
葉
が
二
か
処
あ
る
か
ら
、
日
興
上
人
の
申
状
中
の
副
進
の
三
時
弘
経
図
と
い 

 
 
 

う
の
は
こ
れ
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
し
て
こ
の
三
時
弘
経
の
次
第
を
熟
読
す
れ
ば
、
比
叡
山
と
富
士
山
と
が
対
照
さ
れ
て
お
る
こ
と
が
よ
く
わ
か 

 
 
 

る
。
勿
論
比
叡
山
は
法
華
迹
門
の
戒
壇
を
建
立
し
た
所
で
あ
る
か
ら
、
富
士
山
に
は
法
華
本
門
の
戒
壇
が
建
立
さ 

 
 
 

れ
る
の
だ
と
言
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
故
に
日
興
上
人
の
申
状
で
は
世
尊
は
未
来
の
時
機
を
か
ん
が
み
て
世
を 
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三
時
に
分
つ
云
々
と
言
い
、
三
国
伝
持
の
流
布
真
実
の
本
門
を
先
と
せ
が
ら
ん
や
と
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
日
興 

 
 
 

上
人
の
嘉
暦
二
年
の
申
状
に
副
進
せ
ら
れ
た
る
、
三
時
弘
経
図
は
本
門
戒
壇
の
建
立
を
密
表
す
る
も
の
で
あ
り
、 

 
 
 

申
状
に
結
論
す
る
と
こ
ろ
の
法
華
本
門
之
妙
理
と
は
、
三
時
弘
経
の
次
第
に
密
表
せ
る
、
本
門
戒
壇
の
建
立
を
指 

 
 
 

す
と
思
う
べ
き
で
、
伝
教
大
師
の
法
華
迹
門
の
戒
壇
建
立
は
既
に
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
三
国
仏
法
の
伝
持
も
ま 

 
 
 

た
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
然
れ
ば
、
三
国
仏
法
伝
持
の
次
第
と
し
て
、
本
門
戒
壇
建
立
は
仏
法
流
布
の
次
第
に
よ 

 
 
 

る
歴
史
的
必
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 

  

三
時
弘
経
の
次
第
に
、 

「
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
是
子
孫
の
王
た
る
べ
き
の
地
な
り
、
宜
し
く
就
い
て
治
む
べ
し
」
と
い
う
天 

 
 
 

照
太
神
の
勅
を
何
故
図
し
た
か
と
言
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
に
当
時
の
歴
史
的
背
景
と
い
う
も
の
を
考 

 
 
 

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。 

当
時
は
一
言
に
し
て
言
う
な
ら
ば
、
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
時
代
で
あ
っ
た
。 

「
そ
の
当
時
皇
室
は
持
明
院
統
、
大
覚
寺
統
の
二
系
に
分
れ
て
皇
位
を
争
い
、
鎌
倉
幕
府
が
そ
れ
を
調
停
す
る
役 

 
 
 

割
を
演
じ
て
い
た
。
後
醍
醐
は
二
十
一
歳
で
花
園
天
皇
の
皇
太
子
と
な
り
十
年
後
、
当
時
と
し
て
は
異
例
の
壮
年 

 
 
 

に
達
し
て
よ
う
や
く
皇
位
を
ふ
ん
だ
。
そ
の
三
年
後
院
政
を
お
こ
な
っ
て
い
た
父
の
後
宇
多
上
皇
か
ら
政
権
を
う 
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け
つ
い
で
、
こ
れ
ま
た
当
時
と
し
て
は
珍
ら
し
い
天
皇
親
政
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

久
し
い
以
前
か
ら
延
喜
（
醍
醐
朝
）
天
歴
（
村
上
朝
）
時
代
こ
そ
聖
徳
な
天
子
の
君
臨
し
た
平
和
な
時
代
で
あ 

 
 

り
、
王
朝
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
が
王
朝
、
貴
族
の
間
に
語
り
つ
が
れ
て
い
た
が
、
後
醍
醐
は
こ
の
伝 

 
 
 

説
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
延
喜
、
天
暦
時
代
は
、
幕
府
、
院
政
、
摂
政
関
白
な
ど
天
皇
の
権
力 

 
 
 

を
制
肘
す
る
も
の
の
ま
っ
た
く
な
い
時
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
家
権
力
が
完
全
に
天
皇
の
一
身
に
集
中
す
る 

 
 
 

政
治
形
態
こ
そ
日
本
政
治
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
」
と
（
註
四
） 

こ
う
確
信
さ
れ
て
後
醍
醐
帝
と
自
ら
称
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
る
。 

嘉
歴
二
年
は
後
醍
醐
帝
が
親
政
を
と
ら
れ
て
六
年
目
で
あ
る
。 

日
順
阿
開
梨
血
脈
（
註
五
）
に
は
、 

「
抑
高
祖
所
勘

 

ノ

安
国
論

 

ノ

文

 

ニ

五
難
忽
起
二
難
猶
残ル

所
謂
他
国
侵
逼

 

ト

自
界
叛󠄀
逆
云
云
自
一

正
中
一

巳
来
至
二

当
年
一

公
家
武 

 
 
 
 
 
 
 

家
闘
乱

 

シ

自
界
叛󠄀
逆
至
極

 

セ

他リ

国
侵
逼
競

 

ヒ

来

 

ラ

信バ

伏
随
従
無
レ

 

ラ
ン

疑
者

 

カ

」 

と
の
せ
て
あ
る
が
、
嘉
歴
二
年
の
申
状
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
下
に
上
奏
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

今
そ
の
詳
論
は
国
史
に
ゆ
ず
る
と
し
て
も
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
正
中
元
年
九
月
後
醍
醐
帝
の
討
幕
計
画
が 

 
 
 

も
れ
て
六
波
羅
探
題
が
土
岐
多
治
見
両
人
を
殺
し
、
日
野
資
朝
、
日
野
俊
基
等
が
と
ら
え
ら
れ
権
中
納
言
万
里
小 

 
 
 

路
は
鎌
倉
に
下
っ
て
弁
解
を
し
て
お
る
等
の
正
中
の
変
で
あ
る
。 

三
位
日
順
の
正
中
よ
り
已
来
当
年
に
当
て
公
家
武
家
闘
乱
し
自
界
叛󠄀
逆
至
極
せ
り
と
は
、
こ
の
正
中
の
変
を
さ 
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す
と
み
て
も
、
さ
し
つ
か
え
が
あ
る
ま
い
。 

日
興
上
人
が
、
三
時
弘
経
の
次
第
の
中
に
、 

「
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
是
れ
子
孫
の
王
た
る
べ
き
の
地
な
り
、
宜
し
く
就
い
て
治
む
べ
し
」 

と
天
照
太
神
の
神
勅
を
図
せ
ら
れ
た
の
は
、
即
位
の
当
初
よ
り
討
幕
を
意
図
せ
ら
れ
た
る
後
醍
醐
帝
に
呈
す
る
御 

 
 
 

言
葉
で
あ
る
と
と
も
に
日
興
上
人
の
申
状
の
中
の
「
仏
法
は
王
法
の
崇
重
に
よ
っ
て
威
を
増
し
、
王
法
は
仏
法
の 

 
 
 

擁
護
に
よ
っ
て
基
を
ひ
ら
く
」
と
い
う
王
仏
冥
合
を
の
べ
ら
れ
て
、
後
醍
醐
帝
の
親
政
の
よ
っ
て
も
っ
て
、
遥
か 

 
 
 

な
る
縁
由
に
よ
る
こ
と
を
明
記
し
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
日
興
上
人
の
申
状
に
、
あ
ら
わ
に
本
門
の
戒
壇
の
文
字
が
な
く
て
も
、
三
時
弘
経
図
等
に
よ 

 
 
 

っ
て
、
本
門
戒
壇
が
密
表
さ
れ
て
お
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
当
然
三
大
秘
法
を
内
在
す
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い 

 
 
 

の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
日
目
上
人
の
申
状
に
な
る
と
、
は
っ
き
り
と
申
状
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
お
る
。
聖
滅
（
五
十
二
年
） 

 
 
 

の
日
目
上
人
の
申
状
に
は
、 

「
副
進
ず 

三
時
弘
経
の
次
第
」 

と
あ
り
、
又
申
状
の
中
に
は
、
は
っ
き
り
と
、 

「
仏
滅
後
二
千
余
年
の
間
、
正
像
末
の
三
時
流
通
の
程
、
迦
葉
、
竜
樹
、
天
台
、
伝
教
の
残
し
た
も
う
と
こ
ろ
の 

 
 
 

秘
法
三
つ
あ
り
、
所
謂
法
華
本
門
の
本
尊
と
戒
壇
と
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
と
な
り
、
之
れ
を
信
敬
せ
ら
る
れ
ば
、 
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天
下
の
安
全
を
致
し
国
中
の
逆
徒
を
鎮
め
ん
」
（
聖
典
五
七
〇
ペ
ー
ジ
） 

と
三
大
秘
法
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
て
、
日
目
土
入
が
申
状
を
奏
し
た
、
元
弘
三
年
十
一
月
と
い
う
年
は
、
如
何
な
る
年
で
あ
っ
た
か
と
言 

 
 
 

う
こ
と
を
了
解
す
れ
ば
、
三
大
秘
法
を
明
確
に
申
状
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。 

元
弘
三
年
と
い
う
年
は
、
隠
岐
島
に
流
さ
れ
て
い
た
後
醍
醐
帝
が
、
隠
岐
を
脱
し
て
、
伯
耆
の
名
和
長
年
に
迎 

 
 
 

え
ら
れ
て
、
船
上
山
（
大
山
国
立
公
園
の
一
部
）
に
至
っ
た
年
で
あ
る
。 

北
条
九
代
記
に
よ
れ
ば
、 

「
稲
村
ガ
崎
道
せ
ま
く
、
兵
船
を
運
べ
櫓
を
か
き
て
、
数
万
の
軍
兵
防
ぎ
け
る
が
、
鎌
倉
の
運
の
つ
く
る
所
潮
俄 

 
 
 

か
に
ひ
が
た
と
な
り
、
二
十
余
町
は
平
沙
渺
々
た
り
、
漕
ぎ
浮
べ
し
兵
船
は
（
鎌
倉
方
の
軍
勢
の
意
）
遙
か
沖
に 

 
 
 

漂
へ
り
、
大
将
新
田
義
貞
大
に
悦
び
軍
兵
を
進
め
ら
る
、
浜
面
の
在
家
に
火
を
か
け
た
り
け
れ
ば
浜
辺
に
吹
き
し 

 
 
 

か
け
、
二
十
余
箇
所
同
時
に
燃
え
上
る
。
相
模
入
道
（
北
条
高
時
）
千
余
騎
に
て
葛
西
谷
に
引
き
こ
も
ら
れ
し
か 

 
 

ば
、
諸
大
将
の
兵
ど
も
東
勝
寺
に
み
ち
み
て
り
、
（
略
）
長
崎
二
郎
高
重
、
東
勝
寺
に
立
ち
帰
り
、
相
模
入
道
の 

 
 
 

前
に
き
た
り
て
今
は
是
ま
で
に
て
候
、
早
々
御
自
害
候
へ
、
高
重
先
を
仕
る
と
て
腹
き
っ
て
伏
し
た
り
、
長
崎
入 

 
 
 

道
円
喜
も
死
す
。
相
模
入
道
も
腹
切
り
給
へ
ば
、
一
族
三
十
四
人
、
総
じ
て
門
葉
二
百
八
十
三
人
、
皆
悉
く
自
害 

 
 
 

し
て
、
屋
形
に
火
を
掛
け
し
か
ば
、
死
骸
は
焼
け
て
み
え
ね
ど
も
、
残
る
人
は
更
に
な
し
元
弘
三
年
五
月
二
十
二 

 
 

日
、
平
家
北
条
九
代
の
繁
昌
一
時
に
滅
亡
す
」
（
註
六
） 
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鎌
倉
の
東
勝
寺
橋
を
渡
っ
た
所
に
東
勝
寺
跡
が
あ
り
、
今
で
も
、
一
門
の
腹
切
り
や
ぐ
ら
と
伝
え
る
洞
穴
が
あ 

 
 

る
。 

「
五
月
二
十
三
目
後
醍
醐
は
船
上
山
を
下
っ
て
帰
京
の
途
に
つ
く
。
か
れ
が
隠
岐
の
配
所
を
脱
出
し
て
以
来
三
ヶ 

 
 
 

月
の
間
、
か
れ
の
一
身
を
守
り
ぬ
い
た
名
和
長
年
と
そ
の
一
族
が
護
衛
に
任
じ
た
。
出
発
の
翌
々
日
、
幕
府
が
か 

 
 
 

れ
の
代
り
に
擁
立
し
た
光
厳
天
皇
と
そ
の
年
号
正
慶
を
廃
す
る
。
関
白
以
下
の
解
任
と
こ
の
処
置
に
よ
っ
て
、
い 

 
 
 

っ
さ
い
は
一
年
九
か
月
前
の
、
か
れ
が
幕
府
に
強
制
さ
れ
て
光
厳
帝
に
譲
位
し
た
時
点
ま
で
ひ
き
も
ど
さ
れ
る
。 

 
 
 

か
れ
は
長
期
の
旅
行
か
ら
帰
京
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
復
位
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
復 

 
 
 

古
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
後
醍
醐
新
政
の
第
一
声
で
あ
り
、
既
成
の
事
実
を
観
念
的
に
否
定
す
る
か
れ
の
特
徴
的 

 
 
 

な
考
え
か
た
を
示
す
新
政
最
初
の
決
定
で
あ
る
」
（
註
七
） 

 

後
醍
醐
帝
は
元
弘
三
年
六
月
五
日
京
都
に
か
え
ら
れ
て
、
従
前
通
り
の
天
皇
親
政
の
事
務
を
と
ら
れ
た
の
で
あ 

 
 

る
。 

 

こ
の
事
実
を
日
興
上
人
の
後
を
つ
が
れ
た
日
目
上
人
が
、
な
ん
で
黙
止
し
て
お
ら
れ
よ
う
か
。 

 

（
註
一
）  

富
士
年
表 

（
註
二
）  

富
士
宗
学
要
集
第
二
巻 

（
註
三
）  

日
蓮
正
宗
聖
典 
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（
註
四
）  

日
本
の
歴
史
（
九
）
中
央
公
論
社 

（
註
五
）  

日
蓮
宗
宗
学
全
集
（
五
） 

（
註
六
）  

北
条
九
代
記 

（
註
七
）  
日
本
の
歴
史
（
九
）
中
央
公
論
社 

二 

 

日
目
上
人
の
申
状
は
、
元
弘
三
年
十
一
月
日
と
な
っ
て
お
る
が
、
こ
の
年
は
如
何
な
る
年
で
あ
っ
た
か
と
言
う 

 
 

と
、
そ
の
前
年
の
元
弘
二
年
に
、
幕
府
に
よ
っ
て
隠
岐
島
に
流
さ
れ
た
後
醍
醐
天
皇
が
、
ひ
そ
か
に
島
を
脱
出
し 

 
 

て
、
現
在
の
国
定
公
園
大
山
に
近
い
、
船
上
山
に
遷
座
し
、
所
謂
建
武
中
興
の
前
年
が
、
元
弘
三
年
で
あ
る
。 

 

元
弘
三
年
の
四
月
末
、
後
醍
醐
帝
討
伐
の
使
令
を
帯
び
て
関
東
か
ら
西
上
し
た
足
利
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
側
に 

 
 
 

寝
返
っ
て
大
勢
は
急
転
し
た
。
京
都
の
六
波
羅
軍
は
敗
れ
て
、
南
北
両
探
題
は
、
後
伏
見
、
花
園
光
厳
、
天
皇
ら 

 
 
 

を
奉
じ
て
関
東
に
の
が
れ
よ
う
と
し
た
が
、
南
探
題
北
条
時
益
は
、
近
江
の
岡
山
で
野
伏
に
襲
わ
れ
て
落
命
、
北 

 
 
 

探
題
北
条
仲
時
も
ま
た
番
場
峠
で
同
じ
運
命
に
遭
遇
し
た
。 

 

後
醍
醐
天
皇
は
と
き
に
四
十
六
歳
、
皇
太
子
と
な
っ
て
か
ら
二
十
六
年
間
、
皇
位
に
つ
い
て
か
ら
も
十
六
年
、 

 
 
 

二
度
に
及
び
計
画
の
挫
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
府
打
倒
の
望
み
が
み
ご
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。 
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日
蓮
大
聖
人
を
伊
豆
の
伊
東
に
流
罪
し
、
或
は
竜
の
口
に
斬
首
せ
ん
と
し
、
こ
れ
を
果
さ
ず
し
て
、
北
海
の
佐 

 
 
 

渡
の
島
に
三
か
年
間
、
遠
島
を
申
し
つ
け
た
、
念
仏
宗
禅
宗
の
大
信
者
で
あ
っ
た
北
条
一
門
は
、
大
聖
人
の
滅 

 
 
 

後
、
僅
に
五
十
一
年
目
に
一
族
郎
党
み
な
滅
亡
し
て
お
る
が
、
そ
の
滅
び
た
年
が
、
日
目
上
人
の
申
状
の
年
で
あ 

 
 
 

る
元
弘
三
年
で
あ
る
。 

 

後
醍
醐
天
皇
は
六
月
京
都
に
還
幸
さ
れ
、
海
内
統
一
と
な
り
、
八
月
五
日
に
は
、
楠
正
成
、
新
田
義
貞
、
足
利 

 
 
 

尊
氏
、
名
和
年
長
、
干
種
忠
顕
、
北
畠
顕
家
等
々
に
論
功
行
賞
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
元
弘
三
年
は
次
の
年
の
一
月 

 
 
 

二
十
九
日
に
建
武
元
年
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
建
武
中
興
の
基
礎
は
こ
こ
に
確
立
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。 

 

天
奏
す
る
こ
と
四
十
二
度
と
称
さ
れ
る
、
第
三
祖
日
目
上
人
が
、
な
ん
て
こ
の
機
を
逃
が
す
こ
と
が
あ
ろ
う 

 
 
 

か
、
大
法
を
弘
通
す
る
の
好
機
は
正
に
到
来
せ
り
と
、
勇
躍
京
都
に
上
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
富
士
大
石
寺
を
第
四 

 
 
 

祖
日
道
上
人
に
譲
ら
れ
て
、
日
尊
、
日
郷
を
御
伴
と
し
て
上
落
さ
れ
た
。
申
状
上
奏
の
後
、
万
一
に
も
、
御
尋
ね 

 
 
 

が
あ
っ
た
場
合
を
考
え
ら
れ
て
、
大
聖
人
の
御
自
筆
の
御
本
尊
十
八
幅
を
も
っ
て
ゆ
か
れ
た
。 

「
日
目
上
人
元
弘
三
年
十
一
月
の
初
め
に
、
富
士
を
御
立
ち
あ
っ
て
奏
聞
の
た
め
に
御
上
洛
な
り
、
も
し
帝
都
に 

 
 
 

お
い
て
御
尋
ね
も
あ
ら
ん
と
て
、
大
聖
人
の
御
自
筆
の
本
尊
十
八
幅
、
そ
の
中
に
万
年
救
護
の
本
尊
、
並
び
に
日 

 
 
 

目
授
与
の
本
尊
、
時
光
授
与
の
本
尊
、
天
王
鎮
守
の
神
（
た
ま
し
い
）
等
お
り
、
日
尊
日
郷
御
伴
に
て
二
人
召
し 

 
 
 

つ
れ
ら
れ
云
云
」
（
註
一
） 

と
あ
る
か
ら
、
日
目
上
人
の
後
醍
醐
天
皇
に
対
す
る
期
待
は
実
に
大
き
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。 
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何
故
こ
の
よ
う
な
大
な
る
期
待
を
後
醍
醍
天
皇
に
よ
せ
た
か
と
言
う
と
、
そ
れ
に
は
充
分
な
理
由
が
あ
っ
た
。 

 
後
醍
醐
天
皇
は
深
く
仏
教
を
信
じ
て
、
真
言
宗
、
禅
宗
に
く
わ
し
か
っ
た
。
故
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
法
を
天 

 
 
 

皇
の
御
前
に
申
し
上
げ
た
な
ら
ば
、
必
ら
ず
や
納
得
か
い
っ
て
御
嘉
納
下
さ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
醍 

 
 
 

醐
天
皇
は
政
治
方
面
に
お
い
て
も
、
全
く
の
革
新
で
あ
っ
て
、
関
白
を
廃
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
自
ら
庶
務
を
親
覧 

 
 
 

し
て
、
諸
民
の
訴
え
を
記
録
所
に
お
い
て
自
ら
き
か
れ
た
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
必
ら
ず
や
、
申
状
を
奏
上
す
れ 

 
 
 

ば
、
後
醍
醐
天
皇
の
御
帰
依
を
受
け
て
、
王
法
仏
法
に
冥
じ
、
仏
法
王
法
に
合
す
る
の
時
至
る
と
、
日
目
上
人
は 

 
 
 

広
宣
流
布
の
願
行
に
も
え
上
っ
た
こ
と
と
拝
察
が
で
き
る
。 

 

元
弘
三
年
よ
り
六
年
後
の
延
元
四
年
八
月
十
六
日
寿
五
十
二
歳
で
後
醍
醐
天
皇
は
崩
御
さ
れ
て
お
る
が
、
そ
の 

 
 
 

臨
終
の
御
遺
言
に
「
妻
子
珍
宝
及
王
位
臨
終
時
万
随
者
」
と
は
、
是
れ
如
来
の
金
言
に
て
、
平
生
朕
が
心
に
あ
り 

 
 
 

し
事
な
り
、
始
皇
帝
が
宝
石
を
随
え
し
こ
と
、
一
つ
も
朕
が
心
に
と
ら
ず
、
唯
生
々
世
々
の
妄
念
な
る
べ
き
は
、 

 
 
 

朝
敵
を
悉
く
亡
し
て
、
四
海
を
泰
平
と
な
ら
し
め
ん
と
思
う
計
り
な
り
（
略
）
玉
骨
は
た
と
い
、
南
山
の
苔
に
埋 

 
 
 

る
と
も
、
魂
傀
は
常
に
北
闕
の
天
を
望
ま
ん
と
思
う
。
若
し
命
を
そ
む
き
、
義
を
軽
ん
ぜ
ば
、
君
も
継
体
の
君
に 

 
 
 

非
ず
、
臣
も
忠
列
の
臣
に
非
ず
」
と
あ
っ
て
、
左
の
手
に
法
華
経
の
五
の
巻
を
も
ち
、
右
の
御
手
に
御
劔
を
按
じ 

 
 

て
、
八
月
十
六
日
の
丑
の
刻
に
崩
御
遊
ば
さ
れ
て
お
る
。 

 

後
醍
醐
天
皇
と
言
え
ば
す
ぐ
楠
正
成
を
思
い
出
す
が
、
そ
の
楠
正
成
も
、
法
華
経
を
信
仰
し
て
お
っ
た
こ
と 

 
 
 

は
、
現
在
神
戸
の
湊
川
神
社
の
宝
物
館
に
、
建
武
二
年
八
月
二
十
五
日
、
楠
正
成
自
筆
奥
書
き
の
法
華
経
が
あ
る 
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こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。 

 
筆
者
は
五
、
六
年
前
に
神
戸
に
遊
び
楠
正
成
書
の
法
華
経
を
宝
物
館
で
拝
観
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
法
華 

 
 
 

経
は
現
在
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
お
る
。
こ
の
法
華
経
は
明
治
以
前
迄
は
、
湊
川
神
社
の
御
神
体
で
あ
っ
た
と
言
わ 

 
 
 

れ
て
お
る
。 

 

日
目
上
人
か
ら
み
れ
ば
、
後
醍
醐
天
皇
の
法
華
経
信
仰
も
、
楠
正
成
の
法
華
経
信
仰
も
、
大
聖
人
の
所
謂
去
歴 

 
 
 

昨
食
の
法
華
経
で
あ
っ
て
本
当
の
法
華
経
で
は
な
い
。
そ
の
法
華
経
は
迹
門
の
法
華
経
で
あ
る
か
ら
、
末
世
を
利 

 
 
 

益
し
な
い
。
故
に
国
中
の
逆
徒
を
鎮
め
る
法
華
経
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ぞ
と
の
信
念
に
も
え
て
、
日
目
上
人
の
申
状 

 
 
 

上
奏
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
迦
葉
、
竜
樹
、
天
台
、
伝
教
等
の
信
仰
さ
れ
た
法
華
経
で
は
、
後
醍
醐
天
皇 

 
 
 

の
御
親
政
は
全
う
し
ま
せ
ん
ぞ
と
言
う
信
念
に
た
っ
て
の
申
状
奏
聞
で
あ
っ
た
と
思
う
。 

「
仏
滅
後
二
千
余
年
の
間
、
正
像
末
の
三
時
流
通
の
程
、
迦
葉
竜
樹
天
台
伝
教
の
残
し
た
も
う
所
の
秘
法
三
あ 

 
 
 

り
。
所
謂
法
華
本
門
の
本
尊
と
戒
壇
と
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
と
な
り
、
之
れ
を
信
敬
せ
ら
る
れ
ば
天
下
の
安
全
を 

 
 
 

致
し
、
国
中
の
逆
徒
を
鎮
め
ん
。
此
の
条
如
来
の
金
言
分
明
な
り
、
大
師
の
解
釈
へ
い
え
ん
た
り
」
（
聖
典
五
七 

 
 
 

〇
ペ
ー
ジ
） 

と
日
目
上
人
の
申
状
に
あ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
然
る
に
、 

「
濃
州
美
濃
垂
井
宿
（
た
る
い
、
岐
阜
県
不
破
郡
の
町
で
中
仙
道
の
木
曾
路
と
美
濃
路
と
の
分
岐
点
、
昔
交
通
の 

 
 
 

要
地
）
に
於
い
て
御
不
例
な
り
、
日
尊
、
日
郷
旅
の
疲
れ
と
看
病
し
奉
る
。
日
目
上
人
告
げ
て
曰
わ
く
、
齢
い
傾 
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き
勢
衰
う
。
最
後
近
き
に
在
り
と
御
言
言
あ
り
、
臨
終
の
御
勤
め
ま
し
ま
し
て
両
眼
眠
る
が
如
く
、
口
唇
誦
す
る 

 
 
 

が
如
く
に
息
止
み
た
も
う
。
寂
寂
た
る
旅
寝
の
泪
泉
に
咽
べ
ど
も
、
寒
凝
り
冬
深
け
れ
ば
嶺
の
猿
の
み
叫
び
、 

 
 
 

閑
々
た
る
渓
谷
思
い
嘆
き
に
沈
め
ど
も
、
雪
の
嵐
峰
に
烈
し
く
て
、
皓
月
の
み
ぞ
冷
ま
し
き
、
人
煙
軒
を
双
ぶ
れ 

 
 
 

ど
も
訪
ら
い
来
た
る
人
も
な
し
、
往
来
甚
だ
滋
け
れ
ど
も
隣
み
思
う
仁
も
な
し
、
二
人
営
み
給
い
て
野
辺
の
煙
に 

 
 
 

た
く
ら
べ
、
荼
毘
し
奉
る
こ
と
終
り
け
れ
ば
、
御
骨
を
拾
い
頸
に
か
け
、
涙
に
咽
び
、
遙
々
と
都
へ
上
り
給
い
て 

 
 
 

東
山
鳥
辺
野
に
御
墓
を
築
き
給
う
、
其
後
、
日
郷
は
な
く
な
く
御
所
持
の
道
具
、
御
守
等
を
取
り
も
ち
て
富
土
に 

 
 
 

ぞ
下
向
し
給
い
け
る
、
目
目
上
人
、
行
年
七
十
四
歳
」
（
註
二
） 

 

御
臨
終
の
御
言
葉
に
、 

「
此
の
申
状
奏
せ
ず
し
て
つ
い
に
臨
終
す
、
此
の
士
の
受
生
所
用
な
し
と
雖
も
、
今
一
度
人
間
に
生
れ
て
、
此
の 

 
 
 

状
を
奏
す
べ
し
、
も
し
此
状
奏
聞
の
人
未
来
に
於
い
て
之
れ
あ
ら
ば
、
目
目
が
再
来
と
知
る
べ
し
」
と
言
わ
れ
、 

そ
の
時
辞
世
と
し
て
、 

 

代
々
を
経
て
思
を
つ
む
ぞ
富
士
の
根
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

煙
よ
お
よ
べ
雲
の
上
ま
で 

と
今
な
お
伝
わ
っ
て
お
る
。 

 

日
目
上
人
の
願
う
所
の
、
広
宣
流
布
、
本
門
戒
壇
の
建
立
は
、
代
々
を
経
て
、
富
士
門
流
の
人
々
が
、
勇
猛
精 

 
 
 

進
し
て
、
何
代
も
何
代
も
怠
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、
富
士
に
立
つ
煙
が
雲
に
達
す
る
が
如
く
天
聴
に
も
達
し 
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て
、
仏
法
王
法
に
冥
じ
、
王
法
仏
法
に
合
し
て
、
広
宣
流
布
の
時
は
く
る
ぞ
と
の
意
味
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 
こ
の
美
濃
垂
井
の
壮
烈
な
る
御
最
後
が
、
富
士
門
流
に
、
広
宣
流
布
の
暁
に
は
、
日
目
上
人
が
お
生
れ
か
わ
り 

 
 
 

に
な
る
と
言
う
伝
説
を
生
み
、
我
々
が
朝
夕
一
閻
浮
提
第
一
の
御
座
主
第
三
祖
日
目
上
人
と
御
観
念
申
し
上
げ
る 

 
 
 

意
味
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

法
華
本
門
の
戒
壇
建
立
を
願
う
た
め
に
、
ど
の
申
状
に
も
、
法
華
本
門
の
戒
壇
建
立
を
密
表
す
る
三
時
弘
経
の 

 
 
 

次
第
が
副
進
せ
ら
れ
て
お
る
。 

 

日
道
上
人
は
申
状
の
中
で
、
「
延
暦
の
天
子
は
六
宗
七
寺
の
慢
幢
を
改
め
て
一
乗
四
明
の
寺
塔
に
立
つ
（
中 

 
 
 

略
）
是
れ
則
ち
仏
法
を
以
て
王
法
を
守
る
の
根
源
王
法
を
以
っ
て
仏
法
を
弘
む
る
濫
觴
な
り
」
と
言
わ
れ
て
叡
山 

 
 
 

迹
門
戒
壇
の
こ
と
を
密
表
し
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
華
本
門
の
正
法
を
た
て
ら
る
れ
ば
と
い
う
こ
と
は
、
法 

 
 
 

華
本
門
の
戒
壇
た
る
こ
と
を
意
味
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

日
行
上
人
の
申
状
で
は
「
法
華
本
門
の
肝
要
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
並
び
に
本
門
の
大
曼
荼
羅
と
戒
壇
と
を
今
の 

 
 
 

時
弘
む
べ
き
時
尅
な
り
、
所
謂
日
蓮
聖
人
こ
れ
な
り
」
と
、
は
っ
き
り
と
本
門
戒
壇
を
打
ち
出
さ
れ
て
お
る
。
日 

 
 
 

有
上
人
は
「
法
華
本
門
の
本
尊
と
戒
壇
と
並
び
に
題
目
の
五
字
と
を
信
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
広
宣
流
布
の
金
言
宛
も 

 
 
 

閻
浮
に
み
ち
」
と
本
門
戒
壇
建
立
を
明
示
せ
ら
れ
て
お
る
。 

 

三
大
秘
法
抄
は
本
門
戒
壇
建
立
を
す
す
め
る
の
書
で
あ
る
。
申
状
は
そ
れ
に
対
応
し
て
、
実
施
に
本
門
戒
壇
建 

 
 
 

立
を
促
進
し
て
お
る
の
で
あ
る
。 
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年
々
歳
々
の
御
大
会
に
、
日
蓮
正
宗
の
僧
侶
が
申
状
を
奉
読
し
て
お
る
こ
の
事
実
は
、
申
状
の
精
神
を
決
し
て 

 
 
 

忘
れ
ず
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
は
、
広
宣
流
布
の
手
段
た
る
、
折
伏
の
精
神
を
忘
れ
な
い
と
い
う
決
意
を
示
す 

 
 
 

も
の
で
あ
る
。 

 

正
本
堂
建
立
を
前
に
し
て
、
日
時
上
人
自
筆
の
三
大
秘
法
抄
の
写
本
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
三
大
秘 

 
 
 

法
の
偽
書
説
に
終
止
符
を
う
つ
も
の
と
し
て
、
大
い
な
る
意
義
を
み
と
め
る
も
の
で
あ
る
。 

 

（
註
一
）  

家
中
抄
（
聖
典
六
六
一
ペ
ー
ジ
） 

（
註
二
）  

家
中
抄
（
聖
典
六
六
二
ペ
ー
ジ
） 
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